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のと里山里海ガイド講座企画運営業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

第１ 事業の背景・趣旨 

世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」は、農林水産業や暮らしの中で育

まれてきた、かけがえのない地域資源である。これを次世代に受け継ぎ、その価値

を地域内外に広く伝えていくためには、地域の人々自らがその価値を改めて認識す

るとともに、能登を訪れる人々に対して、その価値や意義を分かりやすく伝えてい

くことが重要である。 

令和６年度から本事業を開始し、過去２年間にわたり５０名近くが受講を修了し

ている。今後は、能登地域において観光客の受け入れが再開しつつあることから、

講座で学んだ内容を実際の活動の場につなげていくことが求められている。 

本事業は、能登を訪れる県内外の観光客に対し、世界農業遺産「能登の里山里海」

の魅力を伝える実践的なガイド人材「のと里山里海ガイド」を育成するとともに、世

界農業遺産「能登の里山里海」を活用した観光及び地域産業の振興に資することを目

的とする。 

 

（参考） 

令和６年度「のと里山里海ガイド」講座の受講生の募集案内 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/r6-1/documents/1216_10_satoyamashinkou.pdf 

令和７年度「のと里山里海ガイド」講座の受講生の募集案内 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/r7/documents/0804_10_satoyamashinkou.pdf 

 

第２ 委託業務の概要 

１ 業務名 

のと里山里海ガイド講座企画運営業務（以下、「本業務」という。） 

２ 委託方法 

公募型プロポーザル方式で受託候補者を選定し、予算の範囲内で委託する。 

３ 委託業務内容 

本業務委託仕様書（以下、「仕様書」という。）のとおり。 

４ 委託期間 

契約締結日から令和９年（２０２７年）３月１５日（月）まで 

５ 委託上限額 

１，５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

※この額は、プロポーザル実施に当たり、応募者に提示する事業費の上限額

であり、予定価格については、プロポーザルによる業者選定、仕様書等の協

議後、改めて設定する。 

 

 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/r6-1/documents/1216_10_satoyamashinkou.pdf
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/r7/documents/0804_10_satoyamashinkou.pdf
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第３ スケジュール（予定） 

  令和８年７月１３日（月）１７時 質問書提出期限 

  令和８年７月２７日（月）１７時 参加申込書提出期限 

  令和８年８月 ３日（月）正午 企画提案書提出期限 

  令和８年８月１４日（金）（予定） 審査結果の通知  

  審査結果の通知後、速やかに契約締結 

 

第４ 参加資格 

次に掲げる要件のすべてを満たしている者とする。 

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しない者であること。 

２ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開

始の申立て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づ

く民事再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく

破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に

基づく更正手続開始、又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けてい

る者は、申立てがなされていないものとみなす。 

３ 石川県において入札参加資格の停止を受けていないこと。 

４ 次のいずれにも該当しない者であること。  

(1) 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員または

その支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）

が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ）である者。  

(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７条）第２条第２項に規定する暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員

が経営に実質的に関与している者。  

(3) 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者。 

(4) 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を

供与するなど、直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関

与している者。  

(5) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者。  

５ 石川県の納税義務を有する者にあっては、当該県税全般について、未納がない

者であること。 

６ 複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、次の事項に注意すること。 

(1) 代表団体を選出し応募に関するやり取りについては代表団体が行うこと。 

(2) 申請書の記名押印等については、参加者全員が行うこと。  
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(3) 申請については、一申請者につき一提案に限る。また、グループの構成員 

は他のグループの構成員として又は単独で申請を行うことはできない。  

なお、代表団体及びその構成員は上記の１～５のすべてを満たすこととする。 

 

第５ 質問の受付及び回答 

実施要領や仕様書等に関する質問がある場合は、下記のとおり提出すること。 

１ 提出期限 

令和８年７月１３日（月）１７時必着（提出後に電話で連絡すること） 

２ 提出方法 

質問票（様式１）により、電子メールで送信するものに限る。なお、電話によ

る質疑は一切受け付けない。 

３ 提出先 

「第１１ 提出先・問合せ先」記載のメールアドレスに提出すること。 

４ 質問への回答 

質問票に対する回答書は、電子メールで回答する。なお、回答は、必要に応じ

て参加者全員に知らせる場合がある。 

 

第６ 参加申込書の提出 

本プロポーザルへの参加を希望する場合は、下記のとおり提出すること。 

１ 提出期限 

令和８年７月２７日（月）１７時必着（提出後に電話で連絡すること） 

２ 提出方法 

公募型プロポーザル参加申込書【様式２】により、電子メールで提出すること。 

３ 提出先 

「第１１ 提出先・問合せ先」記載のメールアドレスに提出すること。 

４ 参加の辞退 

参加申込書（様式２）を提出したにもかかわらず、事情等により参加を辞退す

る場合は、速やかに参加辞退届（様式３）を提出すること。 

 

第７ 企画提案書等の提出 

参加希望者は、企画提案書及び添付書類に必要事項を記入し、下記のとおり提出

すること。 

１ 提出期限 

令和８年８月３日（月）正午必着 

２ 提出書類 ※内容によって追加で書類の提出を求めることがある。 

(1) 企画提案書（任意様式・Ａ４判・縦向き・最大 15ページ） 

以下の内容を盛り込むこと。 

・提案概要（提案の狙い、特徴）や基本的な考え方 
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・仕様書記載事項に対する企画提案 

（特に、講義タイトル、講義内容、想定する講師名についても提案すること。） 

・業務実施スケジュール 

・実施運営体制 

・過去に同種・類似業務等を実施したことがある場合は、その履行実績 

    ・参考見積額 

※見積書は自社様式で可とする。ただし、業務項目ごとの内訳を記載する 

こと。 

(2) 企画提案の概要（様式４） 

(3) 参加希望者の概要（任意様式） 

例：会社概要パンフレット、商業登記簿 

※グループで申請する場合は、構成員ごとに概要書類を提出すること。 

３ 提出部数 

４部（会社名等の記載があるもの１部、会社名やマークなど企業等を類推さ

せる記載がないもの３部） 

※Ａ４縦、両面印刷、左上１点ホチキス留めを基本とする 

※ただし、第７-２-（３）の参加希望者の概要は１部 

４ 提出方法 

「第１１ 提出先・問合せ先」に記載の事務局に対し、持参又は郵送により提

出すること。なお、持参の場合は、土・日曜日及び祝日を除く、平日の９時～

１７時までの間に限る。また、電子データ（ＰＤＦファイル）でも提出するこ

と。 

５ 注意事項 

(1) 提案者名は、企画提案書の表紙以外には記入しないこと。 

(2) 提出期限までに提出しないものは辞退したものとみなす。 

(3) 提出した企画提案書等は、書換え、差替えまたは撤回することはできない。 

(4) 提出された書類は返却しない。 

(5) 提出された企画提案書等の書類は、審査に必要な範囲で複製することがある。 

(6) 企画提案書等の作成及び提出等に要した経費は参加者の負担とすること。 

 

第８ 企画提案書の審査 

１ 審査方法 

(1) 提出された企画提案書等は、複数人の審査委員により公正な書類審査を行う

ものとし、総合的に最も評価の高い参加者を受託候補者として選定する。な

お、提案書類に対する提案者からのプレゼンテーション等は実施しない。ま

た、審査に際し、企画提案内容等で確認を要する事項がある場合には、問い

合わせを行う。  

(2) 次のいずれかに該当した場合は、失格となることがある。  
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    ・提出書類の提出方法、提出先又は提出期限が守られなかったとき。 

    ・提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

    ・提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。 

    ・提出書類に虚偽の内容が記載されているとき。 

    ・その他、委託者の判断で審査を行うにあたって不適当と認められるとき。 

２ 審査基準  

提出書類の内容をもとに、次の観点により総合的に評価する。 

審査項目 審査基準 配点 

業務理解・ 

目的適合性 

・本事業の背景、目的及び対象者像を十分に理解し、それ

に即した提案となっているか。 
１５ 

講座内容の

妥当性・実

践性 

・仕様書に定める基本内容を適切に盛り込んだ提案となっ

ているか。 

・講座内容（座学、現地実習、成果発表）は、限られた期間

の中で効果的な設計となっているか。 

・実際の観光案内や体験提供等の活動につなげるための工

夫がなされているか。 

・成果発表や講評が今後の活動につながるものとなってい

るか。 

４５ 

交流促進の 

工夫 

・受講者同士の交流及び相互学習を促進し、講座修了後も

情報共有や自己研鑽につながるような工夫があるか。 
１０ 

実施・運営

体制 

・講座の実施体制、当事業の運営体制、スケジュール等が

具体的かつ現実的であり、円滑な事業実施が見込まれる

か。 

２０ 

経費の妥当

性 
・提案内容に対して見積額及び経費配分が妥当であるか。  １０ 

合 計 １００ 

 

３ 審査結果の通知  

審査結果については、参加者全員に通知する。 

なお、審査内容及び各事業者の企画提案内容、見積額等については非公開と

し、審査結果の異議申し立ては一切受け付けない。 

 

第９ 委託契約の締結 

「能登の里山里海」世界農業遺産活用実行委員会（以下、「実行委員会」という。）

は、受託候補者と、企画提案書等を参考に協議を行い、協議が整った場合に、委託

上限金額の範囲内で契約を締結する。 

なお、契約に際しては、仕様書、企画提案書等の内容を一部変更する場合がある。 

また、当該候補者として選定された者と協議が整わない場合は、次点の提案者と

して評価した参加者と協議のうえ、契約を締結する場合がある。 
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第１０ その他 

１ 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨によるものとする。  

２ 本プロポーザルの参加で知り得た情報は、他者に漏洩してはならない。  

３ 委託業務の詳細事項及び業務の進め方等は、実行委員会の指示に従うこと。  

４ 本委託業務の実施にあたって、トラブルが生じた場合は、受託者は速やかに実

行委員会に連絡するとともに、実行委員会と連携してその処理にあたるものと

する。  

５ 実施要領に定めのない事項については、地方自治法、同法施行令、及びその関

係法令並びに石川県個人情報保護条例、石川県財務規則及びその他の石川県が

制定する関係条例・規則等に従うものとする。  

６ 本委託業務は、原則として第三者に委託させてはならない。ただし事前に実行

委員会と協議し承認を得た事項については、第三者に委託して行うことができ

る。 

 

第１１ 提出先・問合せ先 

  「能登の里山里海」世界農業遺産活用実行委員会事務局 

（石川県農林水産部里山振興室） 

担当：藤野 

住所：〒９２０－８５８０ 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 

ＴＥＬ：（０７６）２２５－１６４８ 

ＦＡＸ：（０７６）２２５－１６１８ 

Ｅ-mail：giahs2011@pref.ishikawa.lg.jp 

 


